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青線以下は位置図３－３を参照

都城支署管内

凡 例

国有林

立入禁止区域

（狩猟期間全期）

立入禁止区域
（１１月から１２月末まで）

立入禁止区域
（１月から３月１５日まで）

鳥獣保護区

国有林内で作業に従事する者の安全

を確保するため、作業予定箇所及び

その周辺について立入禁止区域に指
定しましたので立入禁止区域への狩
猟者の立入を禁止します。

令和８年度銃器の使用を制限する区域等位置図
宮崎森林管理署 ３－２

青線以上は位置図３－１を参照

去川鳥獣保護区

高房台鳥獣保護区

大平山鳥獣保護区

4731-61-77

4731-62-


